
    

③

　 

支払機関
（国保連合会・
支払基金）

◆　出産育児一時金の医療機関等へ直接支払制度の流れ　◆

健康保険組合

 ⑧ 差額分がある場合や付加金にかかる申請書の提出

② 出　産

被保険者等

（別紙）

西日本パッケージング健康保険組合　ＴＥＬ　０６－６９４１－４６３５

お問合せについては、当健康保険組合にお願いします。

医 療 機 関 等

⑦ 医療機関等へ支払

直
接
支
払
制
度
の
希
望
者
に

、

「
一
時
金
の
申
請
・
受

取
を
当
該
医
療
機
関
等
に
任
せ
る

」
旨
の
書
面
を
取
り

交
わ
す

。

専
用
請
求
書
と
同
内
容
で
あ
る
旨
を
記
し
た
明
細
書
の

交
付

⑤
 
費
用
請
求
（

④
で
請
求
さ
れ
た
金
額
に
限
る
）

⑨ 差額分及び付加金の支給

①
 
保
険
証
等
の
提
示
・
入
院

⑥
 
支
払

※出産費用が４２万円未満で差額分がある場合及び付加金に
ついては、医療機関等から交付された明細書等を添えて、被保
険者等が当健康保険組合に申請する｡

支払事務
委託契約

④ 医療機関等から費用請求（４２万円まで）


